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船舶事故調査報告書 

 

 平成３０年８月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年２月１９日 ０７時１５分ごろ 

発生場所 熊本県天草市横
よこ

島南方沖 

 大
おお

多
た

尾
お

港３号防波堤灯台から真方位０８０°１,７１０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２１.６′ 東経１３０°１３.９′） 

事故の概要  漁船第八大
だい

進
しん

丸は、北北東進中、また、ミニボート（船名なし）

は、東北東進中、両船が衝突した。 

 ミニボート（船名なし）は、同乗者１人が負傷し、右舷船首部外板

の亀裂を伴う破口等を生じ、また、第八大進丸は、左舷船首部船底に

擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年２月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第八大進丸、６.６トン 

   ＫＭ２－４２８５（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.５４ｍ（Lr）×２.９０ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２１.４０kＷ、平成１７年５月 

   第２９０－５８４０６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし（船体重量約１１０

kg） 

   なし、釣りのみっちゃん（Ｂ社） 

   ３.４５ｍ×１.６０ｍ×０.５５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１.４７kＷ、平成２７年４月（製

造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１４年１１月５日 

    免許証交付日 平成２９年４月４日 

           （平成３４年１１月４日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ３０歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 Ａ 左舷船首部船底に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に亀裂を伴う破口、左舷船首部及び右舷船尾部ブ

ルワークトップに擦過傷、右舷ゴム製防舷材の脱落 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時５８分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、養殖施設の点検を行う目的で、

横島南方沖の‘養殖施設が複数設置された区画’（以下「本件養殖区

画」という。）に向けて、平成３０年２月１９日０６時２５分ごろ天

草市船
ふな

津
つ

漁港を出港した。 

 Ａ船は、船長Ａが、本件養殖区画南西部で養殖施設の点検を数回行

ったのち、横島北東方沖の別の養殖区画へ移動することとし、０.５

海里レンジでヘッドアップ表示としたレーダーのほか、ＧＰＳプロッ

ターを作動させ、０７時１１分ごろ同区画に向けて発進した。 

 船長Ａは、発進する際、目視で周囲を確認し、左舷方に天草市大多

尾漁港から出港して来る漁船１隻を、右舷方に本件養殖区画北東部の

養殖施設で作業を行っている漁船１隻を認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、操舵室の中央に立って目視及びレーダーによる

見張りを行い、本件養殖区画の西端を養殖施設に沿って、約１４ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により北北東進

した。 

 Ａ船は、船長Ａが、右舷方の海面に注意を向けて養殖施設の浮子や

ロープが外れて浮いていないか確認しながら操船していたところ、０

７時１５分ごろ、左舷船首方至近に人影らしきものを認めたので、ス

ロットルレバーを引き戻したのち、主機を中立運転にするとともに船

尾を振るつもりで左舵を取ったものの、その左舷船首部とＢ船の右舷

船首部とが衝突した。 

 Ａ船は、船長Ａが、後方を確認したところ、Ｂ船及び同船上に乗船

者２人を認め、Ｂ船と衝突したことに気付き、Ｂ船まで戻って接舷し

た。 

 Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船の乗船者２人をＡ船に移乗させたのち、Ｂ

船が浸水していたので、自船のポンプでＢ船の排水を行いながら、Ｂ

船を横抱きした状態で大多尾漁港にえい
．．

航した。 

 船長Ａは、携帯電話で、地元の漁業協同組合に本事故の発生を連絡

するとともに海上保安庁への通報を依頼した。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが、Ｂ社から借り受け、操縦者Ｂの友人（以下

「同乗者Ｂ」という。）と共に乗り、本件養殖区画付近で釣りを行う

目的で、０７時００分ごろ大多尾漁港を出港した。 

操縦者Ｂは、大多尾漁港の防波堤を出た付近で、目視で周囲を確認
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し、右舷方に本件養殖区画で作業を行っている漁船数隻を認めたの

で、これらの漁船との距離を空けることとして、本件養殖区画北西部

の養殖施設の浮子に向けて針路を定めた。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが船尾部付近の物入れに腰を掛け、船外機を操作

しながら目視で見張りを行い、同乗者Ｂが中央部付近に置かれたクー

ラーボックスに腰を掛けて、約３knの速力で東北東進した。（図１参

照） 

 

 

 

図１ 乗船位置（Ｂ船） 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが、左舷船首方に注意を向けて右舷方の本件養殖

区画の漁船から離れて釣りのできる場所を探しながら操船し、そろそ

ろ停船して釣りを始めようと、ふと右舷方を見たところ、至近に迫っ

たＡ船を認め、「危ない」と声を上げる以外に何もできず、Ａ船と衝

突した。 

 Ｂ船は、右舷船首部外板に生じた亀裂から浸水し、乗船者２人がＡ

船に移乗したのち、横抱きされた状態でＡ船にえい
．．

航された。 

 同乗者Ｂは、大多尾漁港に到着後、天草市内の病院で右肩打撲と診

断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船の損傷

状況 参照） 

 その他の事項  本件養殖区画は、第１種区画漁業（くろまぐろ小割式養殖業）が行

われている長方形の漁場で、地元の漁業協同組合が管理しており、漁

場の四隅には灯浮標が設置されていた。 

Ａ船が行う養殖施設の点検は、船体を養殖施設に係留したのち、船

長Ａが潜水して行うものであった。 

 船長Ａは、レーダー画面を確認していたが、Ｂ船の映像を認めなか

った。 

 船長Ａは、養殖施設の浮子等が外れて浮いていた場合、養殖施設を

設置している会社に報告する必要があり、養殖区画内を航行するとき

は、ふだんから海面に注意を向けていた。 

操縦者Ｂは、Ｂ社からミニボートを借りて釣りに出た経験が数回あ

り、知人等から本件養殖区画付近での釣果がよい旨を聞いていたの

で、本事故時に初めて同区画付近で釣りを行うこととした。 

操縦者Ｂは、海上での交通ルールや、旗を立てて他船から見やすく

するなどのミニボートを利用する際の安全対策を知らなかった。 

 同乗者Ｂは、操縦者Ｂと同様に左舷船首方に注意を向けていたとこ

ろ、操縦者Ｂが「危ない」と声を発したので、右舷方を見て、Ａ船の

左舷船首部外板を認め、その後の衝撃でクーラーボックスの船尾方に

船首 
❶操縦者Ｂ 

❷同乗者Ｂ 
❶ ❷ 
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倒れた。 

 同乗者Ｂは、本事故当時着用していた衣服の右肘と右膝の部位に、

擦過痕とともに赤色のペイントの付着が認められたので、Ａ船の船体

が身体に当たったのかもしれないと本事故後に思った。 

 操縦者Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、横島南方沖を北北東進中、船長Ａが、養殖施設の浮子等が

外れて浮いていないか右舷方の海面に注意を向け、見張りを適切に行

っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、横島南方沖を東北東進中、操縦者Ｂが、右舷方の本件養殖

区画の漁船から離れた釣り場を探そうと左舷船首方に注意を向け、見

張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付くのが遅れ、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、横島南方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が東北東

進中、船長Ａ及び操縦者Ｂが、共に特定の方向に注意を向け、見張り

を適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 Ｂ社は、本事故後、再発防止策として、次の措置を講じることとし

た。 

 ・所有するミニボートにパイプを設置し、オレンジ色の旗を取り付

けた竿
さお

を立てられるようにした。 

 ・貸しボート店の掲示板に、国土交通省海事局が作成したミニボー

トの安全利用等に関する資料を掲示した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・特定の方向にばかり注意を向けることなく、常時、周囲の見張り

を適切に行うこと。 

 ・ミニボートに乗船する場合は、前もって、海上での交通ルールや

マナー、及びミニボートを利用する際の安全対策を確認しておく

こと。 

・ミニボートは、他船からの認識が容易となるよう、目立つ色の旗

などを３ｍ以上の高さのポールや釣り竿を利用して掲げることが

望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
亀裂を伴う破口 

擦過傷 

ゴム製防舷材の脱落 


